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御所まち調査と市の取り組み



１．御所まちの紹介



御所まちの位置

Ｊ
Ｒ
御
所
駅

市役所

現在地
御
所
小
学
校

西御所

東御所



御所村町場検地絵図 寛保２（1742）年



環濠・背割下水



歴史ある数々の建物



２．「重伝建」とは？



重要伝統的建造物群保存地区とは

 伝統的建造物群保存地区（伝建）

歴史的な建造物が群をなしており、周辺の環境と一体となっ
て歴史的な味わいのある景観をつくり出している地区。

 特に価値の高い地区を国が選定→「重伝建」

 町並みそのものが「文化財」、規制・保護は建物の外観のみ

 全国に１０４市町村１２６地区（令和3年8月現在）
（橿原市今井町、宇陀市松山、五條市五條新町など）



重伝建の構成要素

伝統的建造物

おおむね戦前に建てられた建物や、地域の歴史を
語る上で欠かせない石造物など。

環境物件

伝統的建造物群と一体をなして歴史的な味わいの
ある景観をつくり出している水路や樹木など。

「特定物件」として
将来へわたって保護する対象



３．保存対策調査の内容



選定までの流れ

保存対策調査

保存条例の制定

保存地区の決定（都市計画決定）

保存計画の決定

文部科学大臣へ選定申出
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保存対策調査

目的

 伝統的建造物群とそれを取り巻く環境の、
歴史的・地域的な固有性を明らかにする。

 文化財として保存するための課題を整理し、
具体的な方針を示す。



調査対象



景観調査



都市史調査

御検地用集（赤塚家所蔵）



建築史調査









建物調査にご協力お願いいたします！

調査範囲

検地絵図範囲内の「御所まち」

調査対象の建物

おおむね戦前に建てられた建物

調査に関するお問い合わせは文化財課まで

御所市教育委員会文化財課
０７４５－６０－１６０８


